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担当：倉本

〇 複合機～PC機種選択、アフターフォロー・定期メンテナンス・ドライバー等 各種設定はお任せください。
〇 事務所開設、引っ越し・移転、他事務用什器等も取り扱っております。

Standard 中身の残ったパソコンからの情報漏洩・搾取にご注意ください

PCのデータレス化とIT運用支援
を提供します。
万が一のデータの紛失、漏洩、ま
たランサムウェア感染やBCP対
策などをご検討のお客様にお勧
め致します。

企業で使われていたパソコンを廃棄・譲渡する際、内部データを消去せ
ずに手放すと、社内ネットワーク構成やアカウント情報が第三者に悪用
される恐れがあります。IPアドレスやログイン情報といった “見えない
残留データ” からでも、会社全体が攻撃対象になる可能性があります。

■ 主な注意事項
・PC上の操作で削除や初期化だけではデータは完全に消えません。
  復元ツールで容易に再生される危険があります。
・PC内のネットワーク設定・パスワード・証明書等が残っていると、 
  社内システムへの侵入経路を特定されやすくなります。
・無料回収や不明業者に引き渡すと、
  不法転売・情報流出のリスクが高まります。

■ 記憶媒体対策（HDD vs SSD 等）
・確実なデータ消去：専用ソフトでの複数回上書き、物理破壊（HDD粉砕・ドリル破壊等）を実施。

■ 証明書の発行
・産業廃棄物処理業や古物商の許可を持つ信頼できる業者に委託し、必ず「データ消去証明書」や
　「処分証明書」を受領することが重要です。

HOME type-BSPCにデータを出来るだけ残したくない ...

情報漏洩は大きな信用失墜に繋がります。
データやPCの廃棄時は「消去・確認・証明」が企業防衛の第一歩になります。

詳しくは...

廃棄時の

・産業廃棄物処理業や古物商の許可を持つ信頼できる業者に委託し、必ず「データ消去証明書」や
　「処分証明書」を受領することが重要です。

廃棄対策

* パソコンリサイクル制度（資源有効利用促進法に基づく制度）とは、使用済みパソコンをメーカーが回収、
  再資源化する仕組みですが無料回収（PCリサイクルマーク付き）になるのは家庭系のみになり、
  法人は廃棄前にデータ消去を自己責任で実施する必要があります。 


